
駐車場の賃貸借契約は、通常、１年～２

年間の契約期間で作成されますが、インボ

イス制度(適格請求書等保存方式)の運用が

始まる令和5年10月 1日をまたぐ契約も多

いのではないでしょうか。 

駐車場賃貸は、消費税課税が原則 

駐車場事業を経営する場合、砂利を敷く、

ロープで区画割りする、アスファルト舗装

するなど施設を整備して貸し付けます。施

設の利用に伴って土地が使用される場合、

消費税が課されます。課税事業者は、令和 5

年 10 月以降、賃貸借契約書や請求書、領収

書等にインボイス(適格請求書)としての要

件を備えさせて保存しなければなりません。 

契約書を通知書で補完 

契約書、請求書等をそのままインボイス

とする場合、登録番号、税率 10％に対応す

る税込価額または税抜価額、消費税額等の

明記が必要ですが、令和５年 10 月前に作成

する契約書には、これらの項目の記載は求

められていません。そもそも、駐車場賃貸

では、賃料の収受に際し、通常は請求書や

領収証を交付しないでしょう。 

そこで貸主のインボイス交付義務・保存

義務（借主のインボイス保存義務）に対応

させるため、請求書にかえて、駐車場事業

者は、インボイス番号（登録番号）等を記載

した通知書を別途作成して契約書を補完さ

せて借主に交付すること、領収証にかえて、

借主は銀行の支払記録と賃貸借契約書や通

知書で補完する方法が国税庁のインボイス

特設サイトに案内されています。 

口座振替と口座振込 

口座振替の場合、借主は、インボイス番

号の通知書で補完された契約書とともに通

帳（課税資産の譲渡等の日付が分かるもの）

を併せて保存することにより、インボイス

保存義務が満たされます。 

口座振込の場合は、借主は、インボイス

番号の通知書で補完された契約書とともに

銀行の発行する振込金受取書を併せて保存

することにより、インボイス保存義務が満

たされます。 

事務所賃貸､税理士､社労士も取扱いは同じ 

なお、仲介会社の作成する令和５年 10 月

以降の賃貸借契約にインボイス番号等の記

載がない場合も上記の通知書で補完する対

応が必要になります。また、この取扱いは、

事務所賃貸はもちろん、税理士、社労士な

ど士業が顧問先と締結する契約についても

同様の対応となります。インボイス制度開

始前に業務フローを確認しておきましょう。 
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駐車場賃貸のインボイス 

契約書と通知書、通

帳の支払記録でイン

ボイスになります 


